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所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
の
還
付
申
告
が
で
き
る
方

　
給
与
所
得
者
の
方
や
年
金
所

得
者
の
方
で
、
確
定
申
告
の
必

要
が
な
い
方
で
も
、
次
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
確
定
申
告
を

す
る
と
所
得
税
お
よ
び
復
興
特

別
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

・
マ
イ
ホ
ー
ム
を
ロ
ー
ン
な
ど

　
で
取
得
し
た
方
（
住
宅
借
入

　
金
等
特
別
控
除
）

・
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た

　
方
（
医
療
費
控
除
）

・
年
末
調
整
で
控
除
の
手
続
き

　
を
忘
れ
た
方

・
年
の
途
中
で
退
職
し
た
た
め
、

　
勤
務
先
で
年
末
調
整
を
受
け

　
ら
れ
な
か
っ
た
方

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
方

　
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所

得
税
の
確
定
申
告
は
、
１
年
間

（
１
月
か
ら
12
月
ま
で
）
の
す

べ
て
の
所
得
か
ら
所
得
控
除
を

差
し
引
い
て
計
算
し
た
所
得
税

額
に
よ
っ
て
所
得
税
を
納
付
し

た
り
、
還
付
を
受
け
た
り
す
る

も
の
で
す
。

　
平
成
25
年
中
に
次
の
よ
う
な

所
得
の
あ
っ
た
方
は
、
所
得
税

お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確

定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

○
事
業
所
得
者
（
農
業
を
営
む
）

　
な
ど
の
方

・
各
種
所
得
金
額
の
合
計
額
が
、

　
所
得
控
除
金
額
の
合
計
額
を

　
超
え
る
方

○
給
与
所
得
者
の
方
で
次
の
い

　
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

・
給
与
の
年
収
が
２
千
万
円
を

　
超
え
る
方

・
給
与
以
外
の
所
得
（
農
業
や

　
年
金
な
ど
）
が
20
万
円
を
超

　
え
る
方

・
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
の
支

　
払
い
を
受
け
て
い
る
方

・
源
泉
徴
収
を
さ
れ
て
い
な
い

　
給
与
の
支
払
い
を
受
け
て
い

　
る
方

※
譲
渡
所
得
（
土
地
、
建
物
、

株
式
、
会
員
権
の
売
却
な
ど
）

の
あ
る
方
や
青
色
申
告
の
方
、

災
害
な
ど
の
被
害
に
よ
り
雑
損

控
除
を
受
け
る
方
、
あ
る
い
は

事
業
所
得
で
新
規
開
業
の
方
、

過
年
分
の
申
告
を
す
る
方
、
消

費
税
の
申
告
を
す
る
方
ま
た
は

一
般
の
住
宅
取
得
等
特
別
控
除

以
外
の
申
告
（
住
宅
特
定
改
修

・
認
定
長
期
優
良
住
宅
）
を
受

け
る
方
な
ど
は
、
市
役
所
で
は

相
談
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合

は
、
イ
オ
ン
モ
ー
ル
成
田
で
申

告
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
に
必
要
な
も
の

・
源
泉
徴
収
票
な
ど
の
収
入
の

　
わ
か
る
も
の
（
事
業
所
得
者

　
に
つ
い
て
は
収
支
の
わ
か
る

　
も
の
）

・
健
康
保
険
、
国
民
年
金
、
介

市
県
民
税
の
申
告
と
所
得
税
の
確
定
申
告
（
つ
づ
き
）

　
護
保
険
料
の
領
収
書
や
証
明

　
書
な
ど
（
国
民
健
康
保
険
税

　
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
・
介
護
保
険
料
の
納
付
額
は

　
電
話
で
の
問
い
合
わ
せ
に
お

　
答
え
で
き
ま
せ
ん
）

・
生
命
保
険
や
地
震
保
険
な
ど

　
の
控
除
証
明
書
・
印
鑑
（
ス

　
タ
ン
プ
印
は
不
可
）
、
電
卓
、

　
筆
記
用
具

・
前
年
の
申
告
書
の
写
し
な
ど

今
回
の
申
告
の
主
な
改
正
点

※
復
興
特
別
所
得
税
の
創
設
に

つ
い
て
（
国
税
関
係
）

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の

た
め
、
復
興
特
別
所
得
税
が
創

設
さ
れ
ま
し
た
。

①
所
得
税
の
納
税
義
務
の
あ
る

　
方
は
、
復
興
特
別
所
得
税
も

　
納
め
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

②
課
税
対
象
期
間
は
、
平
成
25

　
年
分
か
ら
平
成
49
年
分
ま
で

　
で
す
。

③
復
興
特
別
所
得
税
額
は
、
基

　
準
所
得
税
額
の
２
・
１
％
で

　
す
。

※
均
等
割
の
引
き
上
げ
に
つ
い

て
（
地
方
税
関
係
）

　
緊
急
に
地
方
公
共
団
体
が
実

施
す
る
防
災
の
た
め
の
施
策
に

要
す
る
費
用
の
財
源
を
確
保
す

る
た
め
、
個
人
住
民
税
（
市
県

民
税
）
の
税
率
を
引
き
上
げ
ま

す
。

①
市
県
民
税
の
納
税
義
務
の
あ

　
る
方
が
対
象
で
す
。

②
対
象
期
間
は
、
平
成
26
年
度

　
か
ら
平
成
35
年
度
ま
で
で
す
。

③
均
等
割
（
現
行
４
０
０
０
円
）

　
に
１
０
０
０
円
を
加
算
し
、

　
５
０
０
０
円
と
す
る
こ
と
と

　
さ
れ
ま
し
た
。

問
課
税
課

　
☎
４
４
３
│
１
１
１
６

国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
お
よ
び
介
護
保

険
料
の
確
認
書
を
発
行
し
ま
す

　
確
定
申
告
な
ど
の
際
、
国
民

健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
お
よ
び
介
護
保
険
料

は
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
万
一
、
領

収
書
を
紛
失
さ
れ
る
な
ど
、
控

除
す
る
金
額
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
方
は
確
認
書
を
発

行
し
ま
す
で
、
ご
本
人
で
あ
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
（
運

転
免
許
証
、
保
険
者
証
な
ど
）

を
持
参
の
う
え
、
窓
口
へ
お
越

し
く
だ
さ
い
。

※
電
話
で
の
相
談
は
で
き
ま
せ

ん
。

問
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高

　
齢
者
医
療
保
険
料

　
国
保
年
金
課

　
☎
４
４
３
│
１
１
３
９

問
介
護
保
険
料

　
高
齢
者
福
祉
課

　
☎
４
４
３
│
１
４
９
１

市
県
民
税
の
申
告
と
所
得
税
の
確
定
申
告
（
つ
づ
き
）

　
Ｊ
Ｒ
八
街
駅
と
Ｊ
Ｒ
都
賀
駅

間
を
運
行
し
て
い
る
、
ち
ば
フ

ラ
ワ
ー
バ
ス
㈱
の
「
都
賀
線
」

に
つ
き
ま
し
て
は
、
長
年
赤
字

が
続
い
て
お
り
、
国
・
県
の
補

助
金
な
ど
の
補
助
を
受
け
て
運

行
し
て
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
沿
線
市
と
運
行
事
業

者
は
、
利
用
向
上
に
向
け
て
啓

発
な
ど
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、

利
用
者
の
減
少
が
止
ま
ら
な
い

た
め
、
運
行
事
業
者
か
ら
廃
止

し
た
い
と
の
意
向
が
示
さ
れ
ま

し
た
。

　
市
と
し
て
は
運
行
の
維
持
を

強
く
要
望
し
ま
し
た
が
、
他
市

を
含
め
路
線
維
持
の
高
額
な
赤

字
補
填
は
困
難
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
３
月
31
日
を
も
ち
ま
し
て
、

廃
止
が
決
定
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
市
内
の
路
線
バ
ス
は
、

全
て
の
路
線
で
利
用
者
が
減
少

し
て
お
り
、
厳
し
い
経
営
状
態

で
あ
り
、
今
後
、
路
線
廃
止
の

可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　
今
後
も
路
線
バ
ス
を
維
持
し

て
い
く
た
め
に
は
、
皆
さ
ん
が

バ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
最
重

要
で
す
。

　
ま
た
、
ふ
れ
あ
い
バ
ス
も
利

用
者
が
減
少
し
て
お
り
、
年
々
、

市
の
負
担
額
が
増
大
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
ふ
れ
あ
い
バ
ス
も

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
企
画
課

　
☎
４
４
３
│
１
１
１
４

路
線
バ
ス「
都
賀
線
」
が
廃
止
に
な
り
ま
す

11
月
の
移
動
交
番
情
報

11
月
の
移
動
交
番
情
報

２
月
の
移
動
交
番
情
報

※
午
前
：
午
前
10
時
〜
11
時
30
分
　
午
後
：
午
後
２
時
〜
３
時
30
分

※
諸
事
情
に
よ
り
開
設
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

問
八
街
幹
部
交
番
☎
４
４
３
│
１
１
１
０

開
設
日
時

７
日
㈮
・
26
日
㈬
午
前
、
12
日
㈬
午
後

７
日
㈮
・
28
日
㈮
午
後

八
街
駅
南
口

上
砂
農
村
広
場

６
日
㈭
午
後

カ
ス
ミ
八
街
店

５
日
㈬
・
19
日
㈬
午
後

カ
ス
ミ
朝
日
店

17
日
㈪
午
前

住
野
老
人
憩
い
の
家

開
設
場
所

４
日
㈫
・
25
日
㈫
午
後

イ
オ
ン
八
街
店

27
日
㈭
午
前

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
笹
引
店

13
日
㈭
午
前
、
17
日
㈪
午
後

文
違
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

18
日
㈫
・
26
日
㈬
午
後

ラ
ン
ド
ロ
ー
ム
東
吉
田
店

27
日
㈭
午
後

富
山
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

10
日
㈪
・
20
日
㈭
・
24
日
㈪
午
後

コ
メ
リ
八
街
中
央
店

２
月
の
移
動
交
番
情
報

路
線
バ
ス「
都
賀
線
」
が
廃
止
に
な
り
ま
す
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